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国森林環境譲与税（仮称）の対象範囲（イメージ）

（11月時点）

◆ 国の考え方（６月時点からの変更内容）

・ 森林・林業基本計画における育成単層林及び育成複層林の考え方を提示

・ 私有人工林であっても、生産森林組合は対象外

※ 別紙資料を参照
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・林業経営者につなげる森林

（傾斜30度未満、路網開設済み 等）

（人為の関与が必要な場合は例外措置）

・林業経営者につなげない森林

（傾斜30度以上、路網未開設 等）

県の公的関与が必要な

森林の範囲（検討事項）


